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対馬北警察署協議会第４回会議議事概要

日 時 令和５年10月30日(月) 14時00分～15時50分

場 所 対馬北警察署講堂

１ 協議会

沖津会長 松井委員 小宮委員 園田委員 内山委員

２ 警察署

出 席 者 古賀署長 臼井副署長 堀警備課長 交通係長

３ 書 記

警務係長

会議の状況 １ 警察職員の行為に係る懲戒処分について

署長から

道路交通法違反事案

について説明があった。

２ 前回会議での協議会の意見に対する推進状況について

署長から、前回協議会における提出意見に対する推進状況につい

て、次のとおり説明があった。

(1) 「街頭活動の強化による各種犯罪抑止活動の推進」について

ア 昼夜間におけるミニ検問（交通取締りを含む）を実施した。

イ 駐在所における通学時間帯等の街頭活動を強化した。

ウ 巡回連絡活動を通じた実態把握活動を推進した。

エ 交通事件・事故抑止活動を実施した。

(2) 「自転車を始めとした交通マナー向上対策の推進」について

ア 来日外国人の自転車利用に対する安全対策を実施した。

イ 交通事件・事故抑止活動を実施した。

ウ 交通安全教育を実施した。

エ 交通指導・取締りを強化した。

３ 令和５年７月から９月までの業務重点推進結果について

署長から、次のとおり説明があった。

(1) 警察官採用試験Ⅲ類受験者獲得活動の推進

(2) ニセ電話詐欺を始めとする犯罪抑止対策の推進

(3) 夏期における少年非行防止対策の推進（夏休み期間）

(4) 犯罪検挙活動の推進

(5) 大麻事案を始めとした薬物事案対策の推進

(6) 管内実態把握の推進

(7) 地域警察活動を通じたニセ電話詐欺の防犯指導の推進

(8) 海水浴シーズンにおける海難事故防止対策の推進

(9) 交通事故抑止活動の推進

(10) 来日外国人に係る交通事故防止対策の推進

(11) 災害対策の推進



４ 業務重点推進計画について

署長から、次のとおり説明があった。

(1) 犯罪被害者支援活動の住民への広報の推進

(2) 年末に向けた各種犯罪抑止活動の推進

(3) 犯罪検挙活動の推進

(4) 関係機関との連携

(5) 管内実態把握の推進

(6) 地域警察活動を通じたニセ電話詐欺の防犯指導の推進

(7) 年末年始における犯罪抑止活動の推進

(8) 交通事故抑止活動の強化

(9) 来日外国人に係る交通事故防止対策の推進

(10) 沿岸対策の推進

５ 諮問テーマに対する答申について

署長から、協議会に対して諮問があり、協議会から次のとおり答

申された。

(1) 諮問テーマ

「住民に身近な駐在所の活動強化方策について」

(2) 協議会からの答申

協議会から次のとおり署長に対し、意見が発表された。

○ 工夫した警らコースの選定とランダムな警らの実施

提 出 意 見 ○ 年末年始に向けた各種事件・事故防止活動の推進

年末に向けて何かと慌ただしい時期となり、各種犯罪の発生が予

想されることから、ニセ電話詐欺を始め、強盗事件等の凶悪事件を

含めた犯罪抑止対策の強化に取り組んでほしい。

また、年末年始には忘年会や島内への帰省者との宴会など、飲酒

の機会が増えることや、忙しくなることで妨害運転（あおり運転）

が増えることも予想されるので、交通事故抑止対策を推進してほし

い。


